
学  修  規  程 

制定 昭和33年 4月 1日 

改正 令和 6年12月25日 

第1条 学生は、学則に定めるもののほか、この規程に従って学修するものとする。  

第1条の2 学科には、以下の領域を設け、学生はいずれかの領域で履修するものとする。  

国際コミュニケーション学科 

現代社会領域 

文化交流領域 

英語領域 

東アジア言語領域 

健康栄養学科 
医療・福祉領域 

食環境領域 

デザイン環境学科 

ファッション領域 

建築・インテリア領域 

ヴィジュアル・情報領域 

（授業科目と履修届） 

第2条 各学科の必修科目および選択科目は本規程の別表のとおりとする。なお、単位配分

（開講時期）については、変更されることがある。 

第2条の2 学生は、必修科目を除き学則第25条の規定に従い、原則毎学期始めから２週間以

内にその学期のうちに履修する授業科目を定め、履修届を提出し、許可を受けなければなら

ない。ただし、2学期以上を通じて開講し、かつ、単位を分割認定しない授業科目について

は、最初の学期において許可を受けるものとする。 

（単位認定） 

第3条 履修科目の単位は、学則第26条の規定に従い、次の各号の条件をみたした場合に、こ

れを認定する。 

(1) 講義、演習、実験、実習、実技など、所定の日課に従い授業を受ける。  

(2) 単位認定試験（追・再試験を含む。）又はこれに代わるレポート、作品の審査をうけ

る。 

(3) 試験又は審査により、Ｃ以上の成績と判定される。 

第3条の2 学則第29条第5項の規定によりネットワーク大学コンソーシアム岐阜参加校間にお

いて締結した単位互換に関する包括協定に基づき修得した単位は、本学における教養教育科

目又は専門教育科目の履修により修得した単位とみなし、これを認定する。  

2 前項の単位互換科目を履修する学生は、別に定めるところにより履修登録し、許可を受け

なければならない。 

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合には、単位を認定しない。  

(1) 履修科目の授業時数の3分の1をこえて欠席した場合 



(2) 単位認定試験に欠席し科目担当教員が再試験を許可しなかった場合、又は試験に代わ

るレポート、作品を指定された期日までに提出しなかった場合  

(3) 学習状態（学習態度、遅刻、早退などを含む。）が著しく不良と認められる場合  

(4) 単位認定試験で不正を行った場合 

2 給食管理実習Ⅲのための欠席は、欠席時数から除く。 

3 学生規程第3条第3項の理由で授業を欠席し、所定の届書を提出した場合は、欠席時数から

除く。 

（授業欠席届） 

第5条 学生規程第3条第2項及び第3項に該当する場合は、（科目）欠席届（様式第1号）又は

長期欠席届（様式第2号）を提出しなければならない。 

（成績判定） 

第6条 履修科目の成績判定は、試験又は審査の結果と学習状態を考慮して、授業科目担当教

員がこれを行う。 

（成績の基準等） 

第7条 成績の基準等に関しては、別に定める。 

（単位認定試験） 

第8条 単位認定試験は学年の前期及び後期の末尾に実施する。ただし、2学期以上を通じて

開講し、かつ、単位を分割認定しない授業科目については、最終学期の試験のみを単位認定

試験とする。 

（試験結果の通知及び成績評価についての異議申し立て）  

第9条 試験又は審査の合否結果は掲示により通知する。  

2 成績評価は成績表の配布により通知する。 

3 成績評価について異議のある学生は、所定の期日までに異議申立書（様式第3号）を事務

局に提出することができる。 

4 前項により異議申し立てを受けた教員は、事務局を通じて、申し立てた学生に対し、所定

の回答書（様式第4号）により回答しなければならない。 

5 教員の過失等、異議が正当と認められる場合は、所定の成績評価訂正依頼書（様式第5

号）を事務局へ提出し、成績評価を訂正する。  

（追試験） 

第10条 正当な理由により単位認定試験に欠席した者は、授業科目担当教員にその理由を証

明する書類を提示した上で許可を受け、追試験を受けることができる。追試験願（様式第6

号）は、その欠席日から一週間以内に提出しなければならない。  

（再試験） 

第１１条 不合格者および授業科目担当教員が認めた者は、試験結果の発表日から１週間以内

に再試験受験願（様式第7号）を提出することにより、再試験を受けることができる。  



2 再試験の成績は、Ｃ以下を原則とする。 

（追・再試験の回数） 

第12条 追・再試験の実施は、1回限りとする。これに欠席又は不合格であった場合は、重ね

て試験を実施しない。 

第13条 削除 

（同一授業科目の再履修の不可） 

第14条 既に単位を取得した授業科目を再履修して、単位を取得することはできない。  

（他学科の専門教育科目等の履修） 

第15条 自己の属する学科以外の専門教育科目は（実験、実習を伴う授業科目を除く。）、

科目履修届（様式第8号）を提出して履修することができる。ただし、その授業科目の単位

は認定するが、卒業の要件として修得すべき単位数からは除外する。  

2 前項の授業科目のうち、第2条の別表で指定する授業科目（他学科専門科目という。）に

ついては、前項の規定にかかわらず、第2条の2で規定する履修届を提出して履修すること

ができる。ただし、その授業科目の単位は、教養教育科目の単位として認定し、卒業の要件

として修得すべき単位数に含める。 

3 健康栄養学科及びデザイン環境学科において、自己の属する領域以外の科目のうち、他領

域単位互換科目（第2条の別表のうち指定する科目）として認定されている専門教育科目に

ついては、学科が別に指定する履修手続きをおこなうことで履修することができる。ただし、

その授業科目の単位は、専門科目の単位として認定し、卒業の要件として修得すべき単位数

に含める。 

（進級の要件） 

第16条 2年次への進級には、次の各号をすべて満たさなければならない。 

 (1)休学期間を除き1年以上在学していること。 

 (2)修得単位数が24単位以上であること。 

 (3)学科が指定する別表の科目の単位を修得していること。 

2 進級の判定は教務委員会で審議し、教授会の議を経て学長が決定する。 

（卒業の要件） 

第17条 本学を卒業するためには、別表に定める卒業要件を満たさなければならない。 

2 卒業の判定は教務委員会で審議し、教授会の議を経て学長が決定する。 

（栄養士免許の取得） 

第18条 健康栄養学科において栄養士の免許状を取得しようとする者は、別表の栄養士法施

行規則（昭和23年厚生省令第2号）に定める授業科目の単位を取得しなければならない。  

（2級衣料管理士資格の取得） 

第19条 デザイン環境学科ファッション領域において2級衣料管理士資格を取得しようとする

者は、本学に2年以上在学して卒業に必要な63単位を取得するとともに、別表の社団法人日



本衣料管理協会が定める授業科目の単位を取得し、同協会が実施する一般認定試験に合格し

なければならない。 

（二級建築士試験および木造建築士試験の受験資格、一級建築士試験の受験資格） 

第20条 デザイン環境学科建築・インテリア領域において二級建築士試験および木造建築士

試験の受験資格を取得しようとする者は、本学に2年以上在学して卒業に必要な63単位（別

表の建築士法第15条第3号に定める授業科目の単位を含む。）を取得しなければならない。

建築士免許を登録しようとするものは、卒業後建築関連の分野で1年以上実務経験を積まな

ければならない。ただし、別表の建築士法第15条第1号に定める授業科目の単位を取得した

者は、卒業と同時に受験資格を取得でき、合格した場合は建築士免許を登録することができ

る。 

2 デザイン環境学科建築・インテリア領域において一級建築士の受験資格を取得しようとす

る者は、本学に2年以上在学して卒業に必要な63単位を取得するとともに、別表の建築士法

第14条第3号に定める授業科目の単位を取得しなければならない。建築士免許を登録しよう

とするものは、卒業後建築関連の分野で4年以上実務経験を積まなければならない。  

附 則 

この規程は、平成2年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成4年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成11年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成16年4月1日から施行する。  

附 則 

この規程は、平成17年4月1日から施行する。  

附 則 

この規程は、平成19年4月1日から施行する。 

  附 則  

この規程は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成21年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目及び単位数

並びに卒業の要件は、改正後の第1条の2、第2条、第2条の2、第16条、第17条、第18条、第

19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 



この規程は、平成22年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法及び卒業の要件は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則 

この規程は、平成23年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法及び卒業の要件は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則 

この規程は、平成24年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法及び卒業の要件は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則 

この規程は、平成25年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法及び卒業の要件は、改正後の第1条の2、第19条の規定及び別表にかかわらず、なお

従前の例による。 

附 則 

この規程は、平成26年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法及び卒業の要件は、改正後の第1条の2、第19条の規定及び別表にかかわらず、なお

従前の例による。 

附 則 

この規程は、平成27年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法及び卒業の要件は、改正後の第1条の2、第19条の規定及び別表にかかわらず、なお

従前の例による。 

附 則 

この規程は、平成28年4月1日から施行する。 

（経過措置） 



この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法及び卒業の要件は、改正後の第1条の2、第19条の規定及び別表にかかわらず、なお

従前の例による。 

附 則 

この規程は、平成29年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法及び卒業の要件は、改正後の第1条の2、第19条の規定及び別表にかかわらず、なお

従前の例による。 

附 則 

この規程は、平成31年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法及び卒業の要件は、改正後の第20条の規定及び別表にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この規程は、令和2年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法及び卒業の要件は、改正後の第20条の規定及び別表にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この規程は、令和3年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法、進級及び卒業の要件は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則 

この規程は、令和4年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法、進級及び卒業の要件は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則 

この規程は、令和5年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、



履修方法、進級及び卒業の要件は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則 

この規程は、令和6年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法、進級及び卒業の要件は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則 

この規程は、令和7年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

この規程の施行の際、現に岐阜市立女子短期大学に在学する者にかかる授業科目、単位数、

履修方法、進級及び卒業の要件は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。  

 


